
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９長第２０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年２月４日 １８時４５分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市相浦港南西方沖 牛ケ首灯台から真方位１１３°３,２０

０ｍ付近 

（概位 北緯３３°０９.０′ 東経１２９°３６.８′） 

事故等調査の経過  平成２１年２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 大伸
だいしん

丸、４２４トン 

   １３０４４３、有限会社大伸海運 

Ｂ 漁船 京
きょう

栄
えい

丸、１４トン 

   ＮＳ２―１３２３７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ａ 一等航海士Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷側外板破口及びき
．
裂 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ、一等航海士Ａほか２人が乗り組み、約１０ノットの速

力で相浦港南西方沖を手動操舵により東進中、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗

り組み、まき網漁業の網船の裏こぎ作業に従事中、平成２１年２月４日１

８時４５分ごろ、Ａ船船首とＢ船左舷側が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海面 平穏 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与

気象・海象の関与 

あり 

なし 

なし 

判明した事項の解析  Ａ船は、適切な見張りを行わなかったので、Ｂ船

に気付かず、網船を避けようとしてＢ船に向けて変

針したものと考えられる。 

 Ｂ船は、Ａ船が網船の南側を通過するものと判断

し、漁ろう作業に専念していた可能性があると考え

られる。 

 

原因  本事故は、相浦港南西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が網船ととも

にまき網漁業に従事中、Ａ船が網船を避けようとしてＢ船に気付かずＢ船

に向けて変針し、また、Ｂ船が漁ろう作業に専念していたため、両船が衝

突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




